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平成２３年９月７日（第１日）  

開議 １３時００分  

○議長 川野 高實君  

 只今から、平成２３年第５回鞍手町議会定例会を開会します。  

町長より行政報告の申し出があっていますので、これを許可します。  

 町長。  

○町長 柴田 好輝君  

 泉水地区赤水対策について行政報告をいたします。  

泉水地区の湧水は強酸性で多量の鉄分を含み、通称金気と言っています。溶解性鉄は護岸等

に付着して、河川断面を閉塞させ、流下能力を阻害する要因となっています。  

 町では生活環境の保全、河川環境の保全の観点から、残存鉱害として赤水解消についても、

これまで福岡県、九州経済産業局等の関係機関に要望してまいりました。  

平成１９年、ネドに対し泉水地区の赤水が鉱山保安法施行規則の排水基準に適合しないと

して、鉱害防止対策を講じるよう指導がなされました。  

 これを受けまして、ネドは同年より泉水地区の疎水抗、南田川の水質等の調査分析を実施

し、基本的な改善策が確立されましたので、今後事業化に取り組むことになっています。  

事業化に当っては、施設整備に１ヘクタール程の敷地が必要となることから、本年６月にネ

ドより協力依頼があり、協議を行っておりました。これから基本計画の策定、事業実施とな

って行きますが、現時点では周辺の地形等を調査検討しまして、具体化して行くことになっ

ています。 

 以上が泉水地区の赤水対策についての現状でございます。今後町としまして、ネドと協議

を進めながら事業の整備概要が決まりましたら、改めてご報告したいと思っております。  

 以上、行政報告を終わります。  

○議長 川野 高實君  

 以上で行政報告を終わります。  

 まず町長より提出されています、議案第５５号の訂正及び、平成２２年度決算に係る財政

健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率報告書、工事請負契約状況報告書と教育委員長

より提出されています平成２２年度教育委員会点検評価の報告書と、監査より提出されてい

ます例月現金出納検査報告書をお手元に配布していますのでご確認下さい。  

 次に、本日まで受理しました請願１件はお手元に配布しています。請願文書表のとおり所

管の常任委員会に付託しますので報告しておきます。  

 これより日程に入ります。  

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、議長において５番議員 田中 二三

輝君及び６番議員 原 哲也君を指名します。  

 次に日程第２ 会期の決定を議題とします。  
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今期定例会の会期は、本日から９月２１日までの１５日間としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から９月２１日までの１５日間に決定しました。  

 次に進みます。  

日程第３ 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議を議題とします。  

 別表のとおり議会の意見を求められています。  

これから質疑を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第３８条 第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、委員会

付託を省略することに決定しました。  

 これから討論を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、原案どおり決定し通

知することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。  

 次に進みます。  

日程第４ 議案第５２号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

 日程第４  議案第５２号について、 提案説明を申し上げます｡ 

日程第４ 議案第５２号は、鞍手町教育委員会委員の任命であります。 

鞍手町教育委員会委員であります 石橋 修一 氏 の任期が、本年１２月１４日をもって満了

することに伴い、同氏を再度任命するため議会の同意を求めるものです｡ 
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なお、別紙で略歴書を添付していますのでご参照下さい。 

以上が、議案第５２号の提案説明であります。  

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 これから質疑を行います。  

議案第５２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

議案第５２号については、会議規則第３８条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって議案第５２号については委員会付託を省略することに決定し

ました。 

 これから討論を行います。  

議案第５２号について討論ありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第５２号 鞍手町教育委員会委員の任命を採決します。  

 教育委員会委員に石橋修一氏の任命に同意することに賛成の方は挙手を願います。  

（挙手あり）  

挙手多数です。よって議案第５２号は同意することに決定しました。  

 ここでしばらく休憩します。  

休憩 １３時１１分  

再会 １３時１３分  

○議長 川野 高實君  

 会議を再開します。  

日程第５ 議案第５３号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

 日程第５ 議案第５３号について提案説明を申し上げます｡ 

日程第５ 議案第５３号は、過疎地域自立促進計画の変更であります。  

本計画の変更は、 過疎地域からの自立促進を推進するため、新たな事業を追加するなどの変
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更を行うものです。  

以上が議案第５３号の提案説明であります。  

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

次に日程第６ 議案第５４号及び日程第７ 議案第５５号の２件を一括して議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

日程第６ 議案第５４号及び日程第７ 議案第５５号の２件について、一括して提案説明

を申し上げます｡ 

日程第６  議案第５４号は、鞍手町条例の用語等の統一に関する措置条例であります。 

本条例は、鞍手町の条例に使用されている用語、用字、送り仮名等が、これまで不統一であ

ったため統一を図るものです。 

次に日程第７ 議案第５５号は、鞍手町地区計画等の案の作成手続に関する条例でありま

す。本条例は都市計画法に基づき、地区計画を策定する場合の必要な手続きを定めるもので

す。 

以上が日程第６ 議案第５４号及び日程第７ 議案第５５号の２件の提案説明でありま

す。 

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

次に日程第８ 議案第５６号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

日程第８ 議案第５６号について、提案説明を申し上げます｡ 

日程第８ 議案第５６号は、鞍手町農政推進会議設置条例の一部を改正する条例であります。 

本条例の改正は、農業者戸別所得補償制度が平成２３年度より本格実施されることに伴い、

改正するものです。  

以上が、議案第５６号の提案説明であります。  

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に日程第９ 議案第５７号から日程第１１ 議案第５９号までの３件を一括して議題と

します。 
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 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

 日程第９ 議案第５７号から日程第１１ 議案第５９号までの３件について、 一括して提

案説明を申し上げます｡ 

日程第９ 議案第５７号は、平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第２号であります。 

本補正予算の歳入では、 普通交付税、 地方特例交付金などの交付限度額等の確定、 平成２

２年度決算の繰越金の確定など、歳出では、住民基本台帳法の改正に伴うシステムの改修経

費の計上などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ２７０,１４５,０００円を追加して、 

予算総額を、歳入歳出それぞれ６,３１３,３２７,０００円としました。 

次に日程第１０ 議案第５８号は、平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算第２号であります。 

本補正予算は、６月の国民健康保険税の本算定に伴う保険税などの変更、繰上充用金の確定

などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ７,９１３,０００円を追加して、予算総額を歳

入歳出それぞれ２,２９７,７７１,０００円としました。 

次に日程第１１ 議案第５９号は、平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

補正予算第２号であります。 

本補正予算は、前年度繰越金の追加による一般会計繰入金の減額などの補正要因を調整し、

歳入歳出それぞれ６,０００円を追加して、予算総額を歳入歳出それぞれ７５９,８５５,００

０円としました。 

以上が、日程第９ 議案第５７号から日程第１１ 議案第５９号までの３件についての提

案説明であります。  

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

次に日程第１２ 議案第６０号から日程第２２ 議案第７０号までの１１件を一括して議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

日程第１２ 議案第６０号から日程第２２ 議案第７０号までの１１件は、平成２２年度

一般会計、各特別会計及び各公営企業会計の歳入歳出決算認定であります｡ 

一括して提案説明を申し上げます｡ 

日程第１２ 議案第６０号は、平成２２年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額６,８９８,１８７,３８３円 

歳出総額６,８１７,００９,７６１円  



 6 

差引額８１,１７７,６２２円 

実質収支額７３,５７９,６２２円となっています。 

次に日程第１３ 議案第６１号は、平成２２年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額１,９８０,８６８,０７２円 

歳出総額２,０３８,７７２,１７３円 

差引額と実質収支額は、マイナス ５７,９０４,１０１円となっています。 

次に日程第１４ 議案第６２号は、平成２２年度鞍手町老人保健特別会計歳入歳出決算認定

であります。 

 歳入歳出決算額は、歳入総額と歳出総額は６,８１７,３５６円、差引額と実質収支額は０

円となっています。 

次に日程第１５ 議案第６３号は、平成２２年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額８１,７９９,８４８円 

歳出総額８１,７９３,８２９円 

差引額と実質収支額は ６,０１９円となっています。 

次に日程第１６ 議案第６４号は、平成２２年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額２０２,８９２,１５３円 

歳出総額２０２,２５５,６５９円 

差引額と実質収支額は ６３６,４９４円となっています。  

次に日程第１７ 議案第６５号は、平成２２年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決

算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額３,１９７,８８３円 

歳出総額３,１６６,１４５円 

差引額と実質収支額は ３１,７３８円となっています。 

次に日程第１８ 議案第６６号は、平成２２年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額７０７,８０３,３４１円 

歳出総額６９０,２６７,１９８円 

差引額１７,５３６,１４３円 

実質収支額 ２９８,１４３円となっています。 

次に日程第１９ 議案第６７号は、平成２２年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額７,３０９,１３６円 

歳出総額７,３０３,１９８円 
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差引額と実質収支額は ５,９３８円となっています。 

次に、日程第２０ 議案第６８号は、平成２２年度鞍手町水道事業会計決算認定でありま

す｡ 

決算の概要を申し上げますと、予算第３条に定めた収益的収入及び支出では、２０,４３

２,６６４円の黒字決算となっています。 

予算第４条に定めた資本的収入及び支出では、５１,３７６,９３８円の資金不足となりま

すが、当年度分損益勘定留保資金より補填しています。 

また、損益計算において、当年度純利益は１５,２４５,２３１円となります。 

なお、剰余金の処分の計算案を添付しています。 

次に、日程第２１ 議案第６９号は、平成２２年度鞍手町病院事業会計決算認定でありま

す｡ 

決算の概要を申し上げますと、予算第３条に定めた収益的収入及び支出では、１７５,３

１７,７０８円の黒字決算となっています｡ 

予算第４条に定めた資本的収入及び支出では８５,２０６,６１９円の資金不足となりま

すが、当年度分損益勘定留保資金より補填しています。 

また、損益計算において、経常利益は１７５,４７９,２５８円、前年度繰越欠損金２２４,

３４１,１４７円で、当年度未処理欠損金は５２,２９４,６８９円となります。 

なお、欠損金の処理の計算案を添付しています｡ 

次に、日程第２２ 議案第７０号は、平成２２年度鞍手町介護老人保健施設事業会計決算

認定であります｡ 

決算の概要を申し上げますと、予算第３条に定めた収益的収入及び支出では、１７,４６

７,３０３円の黒字決算となっています｡ 

予算第４条に定めた資本的収入及び支出では２１,６５１,７６６円の資金不足となりま

すが、当年度分損益勘定留保資金より補填しています。 

また、損益決算において、当年度純利益は１７,４０７,３０３円となります。 

なお、剰余金の処分の計算案を添付しています｡ 

以上、議案第６０号から議案第６７号までの８件については、決算書に監査結果の意見書、

主要施策の成果及び予算執行の実績報告書を添付しています。  

また、議案第６８号から議案第７０号までの３件については、決算書に監査結果の意見書、

財務諸表及び付属説明書を添付していますのでご参照ください。  

以上が、日程第１２   議案第６０号から日程第２２   議案第７０号までの１１件の提案説

明であります｡ 

 ご審議の上ご承認のほど、よろしくお願いいたします｡ 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

次に日程第２３ 議案第７１号から日程第２６ 議案第７４号までの４件を一括して議題と
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します。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

日程第２３ 議案第７１号から日程第２６ 議案第７４号までの４件について、一括して

提案説明を申し上げます｡ 

日程第２３ 議案第７１号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２３年度

固定資産税の課税免除であります｡ 

同条例の規定に基づき、平成２３年度固定資産税の減免申請を受け、固定資産税の課税免

除を決定しようとするものです。 

次に日程第２４ 議案第７２号は、鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築

造工事 （第４４工区）請負契約の締結であります。 

同事業で行う中山処理分区管渠築造工事（第４４工区）は、８月１９日に７共同企業体で

指名競争入札の結果、契約金額６０,０９８,８５０円、工期 平成２３年９月２９日から平

成２４年２月２５日までの１５０日間として、三新・有泉共同企業体と契約を締結するもの

です。 

次に、日程第２５ 議案第７３号は、鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠

築造工事 （第６工区）請負契約の締結であります。 

同事業で行う西川処理分区管渠築造工事（第６工区）は、８月１９日に６共同企業体で指

名競争入札の結果、契約金額６７,６６２,０００円、工期 平成２３年９月２９日から平成

２４年２月２５日までの１５０日間として、金村・福山総合共同企業体と契約を締結するも

のです。 

次に日程第２６ 議案第７４号は、鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築

造工事 （第７工区）請負契約の締結であります。 

同事業で行う西川処理分区管渠築造工事 （第７工区）は、８月１９日に５共同企業体で

指名競争入札の結果、契約金額５８,９２０,７５０円、工期 平成２３年９月２９日から平

成２４年２月２５日までの１５０日間として、松原・安田共同企業体と契約を締結するもの

です。 

以上が、日程第２３ 議案第７１号から日程第２６ 議案第７４号までの４件についての

提案説明であります。  

ご審議の上ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 この際、休会についてお諮りします。  

 明日８日から１１日までの４日間を休会としたいと思います。  

ご異議ありませんか。  



 9 

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって明日８日から１１日までの４日間を休会することに決定しま

した。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

散会  １３時３７分 


